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お しらせ版
2月 の業務時間延長日
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●共公民館燿岩潔●
● 1階ロビー

美術コーナー①  2月 1日 から3月 31日 まで

故・梅津五郎画伯の絵画を展示します。
町に寄贈 していただいた作品です。

美術コーナー②  l月 に引き続き2月 28日 まで

「きずな会作品展」
脳卒中のリハビリに努力されている皆さんの作品です。

●文化実習室 特別展

「あらと保育園卒園記念作品展」
を開催します。

▼いつ 2月 14日 から26日 まで

● 1階フロアー
な ろ

す 白楽天『陶潜の体に数う詩』より
海野翠玉さんの書です。
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●鮎員郵便局ロビー
「創作刺 し子展」
赤間きみさん條占員)

(2月 28日 まで)

●鮎貝地区公民館ギャラリー

(開催 日:月 ～土曜日)

「西中学校生徒美術作品展」
(1月 31日 まで)

「あゆかい保育園小さな作品展」
(2月 2日 から28日 まで)
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母子健康手帳の交付

お母さんとお rさ んの健康を
′、Tる ために、

llT妬 |さ ん全itに 交11し ています。

●随時交IJし ますが、保健印|が留|′
、Tの 場r)

がありますので |千 前に電話などでご連絡
ください。

●場1サii健卜k拓 1細 :セ ンター

赤ちゃん健診

●日程 :

文寸象 ウ里

2月 8日 17kl 2歳児歯科

2月 16日 休) 3歳 児

●会場 :健康れi相 :セ ンター

●内容と受IJ‖ 、}|||
3カ |1児・・・…昼12時 3()分 ～11後 1‖ |

9カ |1児・……午後 1‖、!～ 1、T20分

2歳児歯科…・句1後 1時 ～1、,2()分

3歳児………・昼12時 3()分 ～ 1‖ 125分

●持ち物 :母 r健康「 帳、バスタオリ♭、 11

診り:、 (3カ サ|・ 9カ サ1児はlfliに 配布、

2歳児歯科・3歳 児はIli送)3カ サ1児健

診のかたは予防1妾 ll l診 票

●注意 :

*乳幼児|‖ 診票と1寸 r健康「 帳の「保i斐 ´
の1記 録Jを必ず赳入しておいでください。

*3歳児健li夕 は郵送する嗣診労1で指定さオl

た時||||に おいでください。
*待ち|、||||を

′〉なくするため受|」 、ケ|||をず

らしていますので、ご協ノJく ださい。
*お rさ んが、当ロサtr)が 悪かったり、 1
週|||1以内にノ、にうつる 1∫能性のある病気
(みずぼうそう、 ィンフllエ レザ、突発

性発疹、とびひなど)にかかったりした

ときは1'liに 電Flな どでご連絡ください。

日本語の通訳が必要なかたヘ

1寸 rttιk千帳交11時、卜iれl学級や赤ちゃ

ん健診などでili l(を お願いすることができ

ます。必要なかたは1「 itに ごi止絡ください。

各種相談

「すこやか子ども何でも相談」
おrさ んのlllLkや台児のことなど

「健康相談」

赤ちゃんからおイ
lil行 りまで、体や心の健

康に関すること(ヽ 11

●防1時相談をお受けしています。

らくらくスマイル教室を開催しています |

今年1支 最後の健康づくりのための運動教

室です。日ごろの運動不足・ストレス解1尚

のため、ぜひご参加|く ださい。

●同時 :2月 14‖ (火 )

|ヽ の出( 午li 9‖13()分 ～11時

夜の劇: 午後7‖ |～ 8‖キ3()分

●内容 :筋 り」強化のための運Tlほ か

広‖そしらたかわしらせ用ズ |れ lill・ 発行 |.Iri田 1総千ち|り l
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3カ 月児 平成17年 10月 生まれ

9カ 月児 平成17年 4月 生まれ

平成15年 4月 23日

～7月 31日生まれ

平成14年 8月 9日
～9月 30日生まれ
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●中込。お1用 い合せ :

健康11祉 課健康推進係 (886-021())

インフルエンザが流行する季節です

予りjの ための5つ のホイント
1  
「 |;tい とうがtヽ を習lltに しましょう |

2.1分な栄養と休養をとりましょう |

3 室内の乾燥に気をつけましょう |

4.||に流行期には人ごみをj壁 け、外出、i

はマスクをしましょう |

5 予りjttlfも あります。
り|:状 は、38°C以 上の「1い熱、りlli、  月節

・筋肉痛、のどの痛み、せき・月1水などで、

インフルエンザはかぜではありません。りi:

状が出たら、liLめ にズ療機関で受診しまし

よつ。

麻しん風しんの予防接種はお済みですか?

1`4成 18年 4月 1‖ より、麻しん風しんの

接ll方法、対象年齢等が改I:さ れますので、

現rl:1歳以 11711k6カ |1未満で予1坊 1虔 llが

まだ1斉んでいないおrさ んは、できるだけ

甲く1妾 lllす るようおすすめします。

●用ぃr)ゎ せ先

健LkヤI祉課健康推進係 (886-021())

日本脳炎予防接種は平成17年 5月 30日 よリ

中止となっています。

子育て支援センター

2月 のあそび広場
(時間 午前 9時30分 ～11時 )

赤ちゃん広場 (火曜日)

▼会場 健J(杵 1‖ :セ ンター
711、  1411、  2111、  2811

すこやかあそび広場

地区広場 (月 曜日)

6H 蚕乗ltt κ公1(館

l i3‖   勁〔11(1也 lκ 生゙上(11
20H 萩11ふれあい館

■ 11ぃ r)ゎ せ 健Lk作1祉課 r育て支援
センター (886-0212)

一般相談
弁護士相談並びに一般相談
一般相談
行政相談
一般相談

▼会場 :老 人絆1祉センター
▼、ケ|‖ :′ lllil()、子から

′
|:後 3時 まで

▼弁護 |::安洲;敏さん
*弁 i嵯 |:相談は前日まで要予約、午後1時

35分から3,35分まで。‖1談は無料っ
■1用 ぃr)ゎ せ

|′ IFi町

`|:会

枠i祉協i義 会 (886-()15())

「結婚相談室」の開設
▼いつ 2サ 1111(火 )′

:後 1時～51
▼どこで とノ、ヤ1社センター
▼相談ド1 11卜 |

*1111に連絡があオlば、‖談時11な どを訂‖
|た します。ブライバシーは守ります。

■‖|ぃ r)ゎ せ
産業振興課l・

l li振興係 (885-6136)
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生活相談所の相談 日

大雪による煙突などの被害について

近年まれに見る大
′
]に より、毎日の1除

引i作 業に追わオlて いること

と思います。

ところで、みなさんのお宅の煙突や|リト気筒、ガスボンベは人たノ(

ですか。
′
Jに埋まっていたり、中「先から中:オ lる 雪で破litし ていませ

んか。

そのままに してお くと、火災や ^酸化炭素中毒 になる恐オ1があ り

ます。

煙突 。排気筒・ガスボンベを点検 し、

補強 した りこまめに除雪をしましょう。

[ヽ ()」 3ヽ (ヽ馬)212ヽ  1: 11`面 l:ド (111〕 ltl“ ド01へ、llド 1面 (止 lk〔 t、 〔口l lttit(:tJl)

0
||タ リltr嗜「 11笏 ‖: ′,‖ 1人字荒‖t 3ヽ38()238(83)」 l‖



人事行政の運営等の状況を公表 します

町政に対してより ・層のご理解をいただくために、平成17年 12月 に制定さオlま した 「白鷹‖]人 事行政の運営等の

状況の公表に関する条例Jに 基づき、人事行政の運営等の状況についてお知 らせ します。

①職員の採用の状況
平成16年度は、医療職1人 (0人 )、 医療技術職3人 (3人)の職員を採用しました。*( )内は、女側iθ)数です。

②再任用の状況
再任用職員は、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち、あらためて採用される職員で、地方公務員法第

28条 の 4の規定によ り採用さオ1る 常時勤務職員と、同法第28条 の 5の規定によ り採用される短時間勤務職員がいま

す。平成16年度において、再任用職員の採用はあ りません。

③職員の退職の状況
平成 16年度における職員の状況は下表のとおりです。

行政職 保育士 医療職 技能労務職 教育職 計

定年退職 3人 0人 0人 0人 0人 3メ、

勧奨退職 3人 2人 0人 1人 0人 6人

自己都合 0ノk 0人 2ノk 0ノk 1人 3人

その他 (免職) 0メ、 1人 0ノ｀ 0ノ人、 0メ、 1ノ人、

合 計 6メ、 3人 2ノk 1ノk 1人 13人

④部門別職員数の状況と主な増減理由
(各年 4月 1日 現在 )

区  分 職員数
増減数 主な増減理由

書F Fヨ 16年度 17年度

一
般
行
政

議  会 2ノk 2ノk 0メ、

総  務 35メ、 33メ、 △ 2人 課統合による減、派遣完了による減

税 務 15人 13人 △2人 係の統合等による減

労 働 1人 1人 0人

農林水産 14人 14人 0人

商  工 5人 7人 2人 係の新設等による増

土 木 10人 9人 △ 1人 事務統合による減

民  生 50ノ｀ 47メ、 △ 3人 保育部門職員の減

衛  生 9ノヘ、 10人 1メゝ 衛生部門職員の増

」ヽ 141人 136ノ人、 △ 5人

特
別
行
政

教  育 32メ、 27ノ人、 △ 5人 地区公民館職員を嘱託職員への移行

公
営
企
業
等

病  院 62ノk 59人 △ 3人 診療部門職員の減

水 道 6人 5人 △ 1人 事務統合による減

下水道 4人 4人 0人

その他 10人 11人 1人 国保部門職員の減

Jヽ 計 82メ、 79ノ｀ △ 3人

合   計 255メ、 242ノk △ 13人

ハ

1 各任命権者か らの報告 の概要

(注)人件費には、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。

職員給与費の状況 (平成17年度一般会計当初予算)

職員手当には、退職手当を含みません。

①総1舌

人件費の状況 (平成16年度一般会計決算)

住民基本台帳人口
(17331現在 )

歳出額 (A) 実質収支 人件費 (B)
人件費率
(B/A)

16,801メ、 77億 4,309円 3億 2,814円 15億 4,302円 9%

職員数
(A) 給与費

1人 当たり給与費
(B/A)

169メ、
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 (B)

604万 円
6億 8,772万 円 8,228万 円 2億 5,151万 円 10億 2,151万 円
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ラスバイレス指数の状況 (各年 4月 1日 現在 )

年 度 白鷹町 県内町村平均 全国平均

平成 12年度 946
平成 16年度 916 940 937
平成 17年度 921 944 937

(注)ラ スパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100と した場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

②職員の平均給与月額、初任給等の状況
職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 (平成 17年 4月 1日 現在 )

(注)平均月額上段の数値は平均給料月額であり、職員の基本給の平均です。
平均月額下段の数値は、給料月額と毎月支払われる諸手当を含めたものです。

職員の初任給の状況 (平成 17年 4月 1日 現在)

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (平成 17年 4月 1日 現在 )

区 分 経験年数 10～ 15年 経験年数 15～ 20年 経験年数 20～ 25年

一般行政職
大学卒 284,200円 308,500円 360,600円

高校卒 231,900円 287,600円 325,700円

技能労務職 高校卒 220,700円 267,600円 308,900円

(注)経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

一般行政職 の級別職 員数等 の状況
一般行政職の級別職員数の状況 (平成 17年 4月 1日 現在)

(注)1 級区分は、町の給与条例 によるものです。
2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

昇給期間短縮の状況

③

④特別職の報酬等の状況 (平成 17年 4月 1日 現在 )

(,主 )

○町長、助役、教育長はそれぞれ

5%町独自削減後の金額です。

○期末手当は35%の 加算措置があ

○退職手当は任期満了毎支給され

は 4年 間在職 した場合です。

12%、 8%、

ります。

支給月数

0

区 分
白 鷹 町 山 形 県 国

平均月額 平均年齢 平均月額 平均年齢 平均 月額 平均年齢

一般行政職
328,200円

42歳 9月
364,800円

42歳 8月
329,728円

40歳 3月
361,600円 434,500円 382,092円

技能労務職
312,000円

43歳 4月
335,000円

41歳 10月
285,008円

48歳 1月334,100円 373,800円 316,350円

区 分
白 鷹 町 山 形  県 国

初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料

一般行政職
大学卒 170,700円 184,400円 170,700円 184,400円

84,400円 98,600円
74,400円 84,400円

高校卒 138,800円 148,500円 138,800円 148,500円 38,800円 48,500円
技能労務職 高校卒 137,500円 147,100円 134,400円 143,300円 36,000円 40,700円

区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

計標準的な
職務内容

主事補 主  事 主  事
長
任

係
主

課長補佐
係  長

課長補佐
係  長

課  長
課長補佐

課  長

職員数 0人 11人 27人 28ノk 36ノ人、 37ノk 13人 2人 154ノ人、

構成費 00% 71% 175% 182% 234% 240% 84% 13% 1000%

一般行政職 一般行政職

15年度

職 員 数

A 172ノヘ、

16年度

職 員 数

A 167ノ人、

普通昇給期間 (12～ 24月 )を
短縮 して昇給 した職員数

B 14人

普通昇給期 間 (12～ 24月 )を
短縮 して昇給 した職員数

B 15人
ト
ル 玄

十

B/A 81%

Ｌ
上 率

B/A 90%

区  分 給料・報酬月額 期末手当 退職 手当

給

　
料

町  長 712,800円

6月 期  16月
12月 世月 17月

27216カ 月

助  役 579,600円 15888カ 月

教育長 532,000円 11328カ 月

報

　
酬

議  長 310,000円 言+  33月
副議長 250,000円

議  員 235,000円



⑤職員の手当の状況
期末手当・勤勉手当の状況 (平成 17年 4月 1日 現在 )

(注)制度上の段階、職務の級による加算措置があります。

期末手当上段は管理職、下段は管理職以外の職員の支給月数です。町独自削減を実施 しています。

退職手当の状況 (平成 17年 4月 1日 現在 )

区 分 自己都合 定年・勧奨

支

給

率

勤続 20年 210月 分 273 月分

勤続 25年 3375月 分 4212月 分

勤続 35年 475 月分 5928月 分

最高限度額 5928月 分 5928月 分

その他の
加算措置

定年前早期勧奨退職者
(2%か ら20%加算 )

その他の手当 (平成 17年 4月 1日 現在 )

手 当 名 内 容
国の制度
との異同

支給実績
(16年 度―般会計決算)

支給対象職員 1人当た
り平均支給月額

扶養手当 扶養家族のある職員 同 16,452千 円 16,800円

管理職手当
管理職 (課長級)の役職に
ある職員

異 3,667千 円 30,700円

寒冷地手当 寒冷地に勤務する職員 同 16,044千 円 (95,500円 )

通勤手当 通勤距離に応 じて支給 異 7,852千 円 5,100円

住居手当 住宅を借 り受けている職員 同 5,828・F円 5,900円

児童手当
小学 3年生までの児童をも
つ職員

同 1,660千 円 (79,000円 )

β

′〕

※年額平均

※年額平均

(1)職員の休 日

(イ )国民の祝日に周する法律にん1定する休 H
(口 )1月 1日 から同月3日 まで及び 12り 12911か ら「1月 311]までの日((イ )の 日を除く)

(2)勤務時間の概要

職liの勤務時||||は、 ・週 |||]・ 1た (〕 4011寺 ||||と 定めらオlており、原則毎週月‖#日 から金 ll‖ までの、そオlぞオ1811キ 3()分

から1711寺 15分 までの勤務となります。そのうち、 1211寺から12時 15分 までと1711、子から17時 15分 までのHHは、休息 |、子Hり 、

12時 15分から13時 までの||llは休憩時 |‖ |と なっています。

なお、 ・部の職場においては、その業務の実情に応じて職 itの勤務|1寺 ||11の割 り振りを行つています。

●

区 分
6月 期 12月 期 計

白鷹町 国 上ヒ車交 自鷹町 国 上ヒ車交 白鷹町 国 上ヒ車交

期末手当
120

140
△ 020 136

160
△ 024 256

300
△044

124 △016 142 △ 018 266 △034

勤勉手当 070 070 000 070 070 000 140 140 000

時間外勤務手当の状況 (一般会計決算 )

区 分 支給総額 職員 1人 当た り支給年額

平成 15年度 56,130千円 310千円

平成 16年度 39,618千 円 229千 円

特殊勤務手当の状況 (平成 16年度一般会計決算 )

手当支給職員の割合 287%

支給対象職員 1人当
たりの平均支給年額

27千 円

手当の種類 (手当数 ) 3

手当の内容

1保育業務に従事する園長

及び保育士に対する手当
2税務事務に従事する職員
に対する手当
3特殊 自動車の運転業務に

従事する職員に対する手当

(平成 16年度病院会計決算 )

手当支給職員の割合 969%

支給対象職員 1人当
たりの平均支給年額

611千 円

手当の種類 (手 当数 ) 11

主な手当の内容

1放射線、試薬等を扱う危

険業務

2死体処置搬出等の業務

3手術に従事する場合

(平成 16年度水道事業会計決算)

手当支給職員の割合 333%

支給対象職員 1人当
たりの平均支給年額

3千 円

手当の種類 (手 当数 ) 1

手当の内容 夜間休日等に緊急に現場出動を要する場合

―
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(3)休暇制度の概要・種類等

職員の休暇には、年次有給休H限、病気体暇、特別休暇、介護休暇、組合体暇があります。
なお、特別休暇の )1な fTl類 は、次のとおりです。

・出産の場合 ・妻の出産の場合 ・結婚の場合 ・生後 1年に達しない子を育てる場合 ・忌引の場合
・西」偶者及び父母の祭 ||の 場合 ・夏季における盆等の諸行事等に対応する場合 ・感染症の場合
・災害等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

(1)分限処分の状況

平成16年度において、免職処分及び降任処分された職員はおりません。
また、平成16年 度に休職処分さオlた職員は、 1人 となっています。

(2)懲戒処分の状況

平成16旬i度 において、懲戒処分を受けた職員は 4人 (免職 1人、戒告 3

処分事由別にみると、信用失墜行為関係 1人 (免職)、 監督責任関係 3

人)です。

人 (成告 3人 )となっています。

(1)職務専念義務の免除

職員は、法律又は条例に定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行の

ために用いなけオ1ばなりません (地方公務員法第35条 )。 ただし、 「職員の職務に専念する義務の特例に関する条
例」により、研修を受ける場合や職務上必要な教養を日的とする講習会、講演会等に参加する場合などに、職務専
念義務が免除さオ1る ことがあります。

(2)営利企業等従事の許可状況

職員は、任命権者の許百∫を受けなければ、営利を日的とする会社等の役員を兼ねる、報酬を得ていかなる事業者
しくは事務に従事等してはならないとさオ■ています (地方公務員法第38条 )。 平成16年度における許 H∫ 件数は 2件
となっています。

(1) 研修の概要

平成16年度に実施した研修は、以 ドのとおりです。

研修内容 コース数 延べ人数
町独 自研修 4コ ー ス 677ノヽ
派遣研修 32コ ー ス 51人

(2)職員の勤務成績の評定

役職職員については、指導・統率、責任感、仕事の速度・確実性、企画・判断を、また、一般職員については、勤
勉、責任感、仕事の速度・確実性、注意力、職務知識を評定し、昇任、昇格及び人事配置の参考としています。

(1)福利厚生制度の概要

職員の共済制度は、地方公務員法第35条 に基づいて定めら4/1た 地方公務員等共済組合法によって具体的に定めら
オ■ています。共済制度を運用し、実施する主体は山形県市町村職員共済組合です。共済組合では、組合員である職
員とその家族の病気・ケガ 。出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付事業J、 職員の退職 。障害・死亡
に対して年金または ^時 金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けなどの 「福祉
事業Jの 大きく分けて 3つ の事業を行っています。その他の福利厚生事業として、本町において健康増進等を図る

目的で、職員厚生会に補助金を交付しました。

(2)公務災害の発生状況

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害 (負傷、疾病、障害及び死亡)または通勤による災害を受けた場合に、
その災害によって生じた損害の補填 (補償)と、被災職員の社会復帰の推進及び職員 。遺族の援護を図るために必
要な事業 (福ネ11事 業)を行うことを目的としています。具体的には、地方公務員法第45条 に基づいて定められた地
方公務員災雷補償法によって定められています。平成16年 度に公務災害と認定された件数は 2件 となっています。

‖ 公 平 委 員会 の 業 務 の状 況

1 勤務条件に関する措置の要求の状況
FIJ務 条件に関する措置の要求は、 1件の審査要求がありました。

2 不利益処分に関する不服申立ての状況

平成16年度は、該当ありませんでした。


